
静岡市子ども関連施設出店事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 静岡市は、本市における子育て・教育環境の充実に向けた政策のあり方に関する調査

研究と連動し、子育て世帯の取り込みを図る商店街を対象に、中心市街地に訪れる子育て世

帯の利便性向上や消費の喚起を促す施設整備を促し、もって中心市街地の活性化を図るため、

子ども関連施設出店事業を行う事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するも

のとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則（平成15年静岡市規則第44号。以下

「規則」という。）及びこの要綱の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）子ども関連施設出店事業 中心市街地の区域に立地する対象の商店街において、別表に

定める店舗等を新規に出店する又は施設改修する事業をいう。 

（２）中心市街地の区域 静岡市中心市街地活性化基本計画【静岡地区】（令和４年４月）及び

静岡市中心市街地活性化基本計画【清水地区】（令和４年４月）に定める中心市街地の区域

をいう。 

（３）子育て世帯の取り込みを図る商店街 商店街のビジョンや計画等において、子ども、若

者、子育て世帯の取り込みによる活性化を目指すことが掲げられているなど、地域として

推進していく合意形成が明確に図られている商店街をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となるもの（以下「補助対象者」という。）は、次の各号を満たす

もので、市長が必要があると認めるものとする。 

（１）個人事業主又は法人、商店街団体にあっては商店街振興組合又は一定の地区内における

主として中小小売商業者により組織された団体で、市長が認めたもの。 

（２）暴力団員等（静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市条例第11号）第２条第３号に規定

する暴力団員等をいう。）又は暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

の配偶者（暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。）でないこと。 

（３）公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがないこと。 

 （補助事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、子ども関連施設出店

事業であって、市長が必要があると認めるものとする。 



（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に要す

る経費であって、次に掲げるものとする。ただし、消費税は補助対象経費から除く。 

（１）報償費 

（２）広告宣伝費 

（３）委託費 

（４）改装費 

（５）備品購入費 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額の

範囲内において市長が定める額とする。なお、国及び県等の他の補助金を受けている又は受

ける予定である場合には、その額を差し引いた経費を補助対象経費とする。 

（１）前条第１項第１号から第３号までに掲げる経費（ソフト経費） 補助対象経費の３分の

２に相当する額（その額が100万円を超えるときは、100万円） 

（２）前条第１項第４号から第５号までに掲げる経費（ハード経費） 補助対象経費の３分の

２に相当する額（その額が400万円を超えるときは、400万円） 

 （交付の申請） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとするもの（以下「申請者」という。）は、子ども関連施

設出店事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しな

ければならない。 

（１）事業企画書（様式第２号） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

（３）補助事業の実施に要する経費に係る見積書の写し 

（４）定款、規則、会則その他申請者の概要が確認できる書類 

（５）空き店舗が立地する商店街団体の代表者からの承諾書（様式第４号） 

（６）空き店舗の位置図 

（７）空き店舗の改装の内容がわかる書類（図面等） 

（８）空き店舗の着工前の写真（外観、内観） 

（９）空き店舗の登記簿謄本の写し 

（10）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

 （交付の決定等） 



第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らして、その内容

を審査し、必要があると認めるときは、申請者に追加資料の提出を求め、又は現地調査等を

行い、補助金の交付を決定したときは、子ども関連施設出店事業補助金交付決定通知書（様

式第５号）により、当該申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第５条の２各号のいずれかに該当する場

合は、補助金の交付の決定をしない。 

（交付の条件） 

第９条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第

６条第１号から第３号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。 

（１）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数

等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定められている耐用年数等に相当する期間

（同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間）内において、市長の承認を

受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保

に供してはならないこと。 

（２）市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することに

より収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。 

（３）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならな

いこと。 

（４）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿

及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後５年間保管しなければならないこと。 

（５）前各号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守

すること。 

（変更、中止又は廃止の承認申請） 

第10条 第９条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」と

いう。）は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ子ど

も関連施設出店事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第６号）に次に掲げる書類のう

ち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）変更事業企画書（様式第２号） 

（２）変更収支予算書 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 



 （変更、中止又は廃止の承認） 

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認す

べきと認めたときは、子ども関連施設出店事業変更（中止・廃止）承認通知書（様式第７

号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を得た場合を

含む。）、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに子ども関連

施設出店事業実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。 

（１）事業報告書（様式第９号） 

（２）収支決算書（様式第10号） 

（３）補助事業により整備した施設の写真 

（４）補助事業の実施に要した経費の収支を証する書類 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

（補助金の額の確定） 

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要

があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の

決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるとき

は交付すべき補助金の額を確定し、子ども関連施設出店事業補助金交付確定通知書（様式

第11号）により、当該補助事業者に通知するものとする。 

（請求） 

第14条 前条の規定による通知を受けたものは、当該通知を受けた日から起算して20日以内に

請求書を市長に提出しなければならない。 

（概算払） 

第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると

認めるときは、補助金を概算払することができる。 

２ 補助事業者が前項の規定により概算払を受けようとするときは、子ども関連施設出店事業

補助金概算払請求書（様式第12号）に資金計画書その他市長が必要があると認める書類を添

付して、市長に提出するものとする。 

３ 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたと

きは、速やかにこれを精算するものとする。 



 （静岡市子ども関連施設出店事業選定委員会） 

第16条 静岡市子ども関連施設出店事業について、その申請内容について公平・公正に補助対

象者を選定するため、静岡市子ども関連施設出店事業選定委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

２ 委員会は、委員３人以内で組織する。 

３ 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

４ 委員長は経済局次長の職にある者を、委員は経済局商工部商業労政課長、子ども未来局子

ども未来課長の職にある者をもって充てる。 

５ 委員会の会議は、委員長が招集する。 

６ 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又

は説明を聴くことができる。 

７ 委員会の結果は、審査結果通知（様式13号）により通知する。 

８ 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（雑則） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。   

  附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 



 

別表（第２条関係） 

対象業種 対象事業の例 

小売業 子ども服、玩具、駄菓子等、主として乳児（１歳未満）、幼児

（１歳から小学校就学の始期に達するまで）、その他未成年者

（18歳未満）を対象とした商品を取り扱う店舗 

飲食サービス業 主として乳児（１歳未満）、幼児（１歳から小学校就学の始期に

達するまで）の子育てに関わる親及びその子を対象とし、親と

子が食事を楽しみやすい工夫がされている店舗（例：プレイル

ームの設置、離乳食の提供、おむつ替えルームの設置、通路等

のゆとりある店内設計） 

教育、学習支援業等 学習塾、教養・技能教室（例：音楽教室、書道教室、そろばん

教室、外国語教室、ダンス教室、スポーツ教室）等、主として

乳児（１歳未満）、幼児（１歳から小学校就学の始期に達するま

で）、その他未成年者（18歳未満）を対象にサービスを提供す

る施設 

その他 授乳室、おむつ替えルーム等、商店街を利用する方に広く開放

し子育て世帯の利便性を向上させることを目的とした施設改修 

 

※いずれの施設においても、地方公共団体が整備・運営する施設は対象外とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号（第７条関係） 

 

子ども関連施設出店事業補助金交付申請書 

 

 年 月 日  

  （宛先）静岡市長 

申請者 

所在地  

名称  

代表者の氏名  

電話  

 

  補助金の交付を受けたいので、静岡市子ども関連施設出店事業補助金交付要綱（以下「要

綱」という。）第７条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 １ 事 業 名 

 

２ 目的及び概要 

 

３ 交付申請額    ソフト経費           円 

            ハード経費           円 

 

 ４ 事業の実施予定期間     年  月  日から 

                 年  月  日まで 

 

５ 添付書類 

（１）子ども関連施設出店事業計画書（様式第２号） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

（３）補助事業の実施に要する経費に係る見積書の写し 

（４）定款、規則、会則その他申請者の概要が確認できる書類 

（５）空き店舗が立地する商店街団体の代表者からの承諾書（様式第４号） 



 

（６）空き店舗の位置図 

（７）空き店舗の改装の内容がわかる書類（図面等） 

（８）空き店舗の着工前の写真（外観、内観） 

（９）空き店舗の登記簿謄本の写し 

（10）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

 

  



 

様式第２号（第７条、第10条関係） 

 

子ども関連施設出店事業（変更）企画書 

 

１．申請者の概要 

事業者名  

代表者の役職及び氏名  

担当者の役職及び氏名  

業種及び主要事業内容  

所在地  

設立年  

従業者数（単位：人）  

資本金（単位：千円） 千円 

支店・店舗数  

担当者連絡先 

 

電話番号   

ＦＡＸ    

Ｅｍａｉｌ  

 

２．株主構成 

No. 氏名・役職 住所 株数 額 

     

     

     

     

     

合  計   

 

※行が不足する場合は、適宜、増やすなどして表を作成すること。 

 

 



 

３．経営状況表 

 年度 

（  年  月  日 ～  年  月  日） 

売上高 Ａ  

営業費用 Ｂ  

営業利益 Ｃ  

営業外利益 Ｄ  

営業外費用 Ｅ  

経常利益 Ｆ  

流動資産 Ｇ  

流動負債 Ｈ  

自己資本 Ｉ  

総資産（本） Ｊ  

総資産（本） 

経常利益率 

Ｆ／Ｊ×100  

売上高経常 

利益率 

Ｆ／Ａ×100  

自己資本比率 Ｉ／Ｊ×100  

流動比率 Ｇ／Ｈ×100  

経常収支比率 Ａ＋Ｄ／Ｂ＋Ｅ×100  

 

（備考） 

１．この表は、直近の過去１期の財務諸表に基づき作成すること。 

２．金額は、百円の単位を四捨五入して千円単位で記入すること。 

３．率は、少数第２位を四捨五入して少数第１位まで記載すること。 

４．この表での売上高は、本業による営業収益に、その他の営業収益が加算されたものを記入 

すること。 



 

４．事業概要 

事業名  

 

事業実施場所  

 

事業内容 

（どのような施設を整

備するのか具体的に記

載してください。事業

全体のスケジュールや

工期についても触れる

こと。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業効果 

（本施設ができること

により期待される商店

街への波及効果につい

て記載していくださ

い。また、商店街と連

携・協力して実施する

取組についても該当が

あれば記載してくださ

い。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営体制 

（正規、非正規の人員

体制等について記載し

てください。） 

 

 

 

 



 

補助事業期間   年  月  日 ～   年  月  日 

本補助金以外の支援の 

有無 

（ない場合は省略可） 

支援施策名 

支援団体名 

補助額（補助申請額） 

合意形成の状況につい

て（商店街） 

 

 

合意形成の状況につい

て（不動産オーナー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第３号（第７条関係） 

 

収支予算書 

 

収入 支出 

 

市補助金 

 

自己負担 

 

円 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報償費 

 

広告宣伝費 

 

委託費 

 

改装費 

 

備品購入費 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 円 計 円 

 

 

※金額は税抜きで作成すること。 

 



 

様式第４号（第７条関係） 

 

空き店舗が立地する商店街団体等の代表者からの承諾書 

 

年 月 日  

（宛先）静岡市長 

 

 

所在地 

名称 

氏名 

 電話 

 

  次の者は、静岡市子ども関連施設出店事業の対象者であり、当商店街が推進する子どもや

子育て世帯の取り込みに係る方針とも内容が合致するものであることを申し出ます。 

 

１ 事 業 名 

 

２ 代表者氏名 

 

３ 第２条第１項第３号の要件を満たすことの説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 第２条第１項第３号の要件に係る資料 有・無 

 



 

様式第５号（第８条関係） 

 

第   号 

年 月 日 

 

          様 

 

静岡市長 氏   名 印 

 

子ども関連施設出店事業補助金交付決定通知書 

 

      年  月  日付けで申請のあった補助金については、静岡市子ども関連施設出

店事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第８条の規定に基づき、次のとおり交付の決

定をしたので通知します。 

 

 １ 交付決定額       円 

 ２ 交付の時期 確認検査終了後 

 ３ 交付の条件 

 （１）次に掲げる記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。 

   ア 補助事業の目的又は内容 

   イ 補助事業の事業計画又は収入支出の予算 

   ウ 交付を受けようとする補助金の額の算出の基礎 

（２）補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったとき

は、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。 

（３）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるこ

と。 

（４）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、１件当たりの取得価格が50

万円以上の備品については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省

第15号）に定められている耐用年数等に相当する期間（同令に定めがない財産について

は、市長が別に定める期間）内において、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。 



 

（５）市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分すること

により収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあるこ

と。 

（６）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければな

らないこと。 

（７）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳

簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後５年間保管しなければならないこと。 

（８）（１）から（７）までに掲げるもののほか、静岡市補助金等交付規則（平成15年静岡市

規則第44号）、要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。 

４ その他 

（１）補助事業が完了したとき、又は交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やか

に事業の成果を記載した実績報告書等を提出すること。この実績報告に基づき、最終的

に交付額が確定します。 

（２）補助金の目的外使用など、法令若しくは静岡市補助金等交付規則に違反し、又は市長

の指示に従わない場合には、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を求め

ることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第６号（第10条関係） 

 

子ども関連施設出店事業変更（中止・廃止）承認申請書 

 

年 月 日  

（宛先）静岡市長 

 

申請者 

住所 

 

氏名 

 

 電話 

 

      年  月 日付け     第  号で補助金の交付の決定を受けた事業の変更

（中止・廃止）について、承認を受けたいので、静岡市子ども関連施設出店事業補助金交

付要綱第10条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 変更（中止・廃止）の内容 

 

２ 変更（中止・廃止）理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人その他の団体にあっては、

その主たる事務所の所在地 

法人その他の団体にあっては、

その名称及び代表者の氏名 



 

様式第７号（第11条関係） 

 

第   号 

  年 月 日 

 

          様 

 

静岡市長 氏   名 印 

 

子ども関連施設出店事業変更（中止・廃止）承認通知書 

 

      年  月  日付けで申請のありました静岡市子ども関連施設出店事業変更（中

止・廃止）承認申請について、静岡市子ども関連施設出店事業補助金交付要綱第11条の規

定により次のとおり承認したので、通知します。 

 

  承認内容 

 

  



 

様式第８号（第12条関係） 

 

子ども関連施設出店事業実績報告書 

 

年 月 日 

 

 （宛先）静岡市長 

 

報告者 

住所 

 

氏名 

 

 電話 

 

      年  月  日付け     第   号で補助金の交付決定を受けた静岡市子

ども関連施設出店事業について、次のとおり完了したので、静岡市子ども関連施設出店事業

補助金交付要綱第12条の規定により報告します。 

 

 １ 交付決定額 

 

２ 事業完了年月日       年  月  日 

 

３ 添付書類 

（１）事業報告書（様式第９号） 

（２）収支決算書（様式第10号） 

（３）補助事業により整備した施設の写真 

（４）補助事業の実施に要した経費の収支を証する書類 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

 

 

 

法人その他の団体にあっては、

その主たる事務所の所在地 

法人その他の団体にあっては、

その名称及び代表者の氏名 



 

様式第９号（第12条関係） 

 

事業報告書 

 

補助金の交付を受けて実施した事業について、次のとおり報告します。 

事業概要 店舗名  

出店場所  

補助対象期間 月  日 から   月  日 まで 

開業日（又は

予定日） 

 

写真（外観、

内観） 

 

事業効果 開業済の場合、開業後の様子について具体的に記載してください。 

（来客数、販売額、周知方法、その他、利用者からの反応 等） 

（当初予定していた目標に対し達成度がどうであったか 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第10号（第12条関係） 

 

収支決算書 

 

収 入 支 出 

 

市補助金 

 

自己負担 

 

円 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報償費 

 

広告宣伝費 

 

委託費 

 

改装費 

 

備品購入費 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 円 計 円 

 

 

※金額は税抜きで作成すること。 

 



 

様式第11号（第13条関係） 

 

第   号 

年 月 日 

 

          様 

 

静岡市長 氏   名 印 

 

子ども関連施設出店事業補助金交付確定通知書 

 

      年  月  日付け  号により決定した補助金の交付については、静岡市子ど

も関連施設出店事業補助金交付要綱第13条の規定により、次のとおり確定したので通知し

ます。 

 

  １ 交付決定額        円 

 

  ２ 交付確定額        円 

  



 

様式第12号（第15条関係） 

 

子ども関連施設出店事業補助金概算払請求書 

 

年  月  日 

 

（宛先）静岡市長 

 

請求者 

住所 

 

氏名 

 

 電話 

 

補助金の概算払を受けたいので、静岡市子ども関連施設出店事業補助金交付要綱第15条の

規定により、次のとおり関係書類を添えて請求します。 

 

１ 概算払請求額               円 

 

２ 概算払を請求する理由 

 

３ 振込先口座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人その他の団体にあっては、

その主たる事務所の所在地 

法人その他の団体にあっては、

その名称及び代表者の氏名 



 

様式第13号（第16条関係） 

 

第   号 

年 月 日 

 

          様 

 

静岡市長 氏   名 印 

 

子ども関連施設出店事業補助金 選定委員会 審査結果について（通知） 

 

      年  月  日付けで受け付けた静岡市子ども関連施設出店事業補助金交付申請

については、静岡市子ども関連施設出店事業補助金交付要綱第16条の選定委員会による審

査の結果、「採択（不採択）」とさせていただくことになりましたので、通知します。 

 


